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三
二

は
じ
め
に

　

後
漢
中
朞
に
生
き
た
王
符
は
、『
潛
夫
論（

１
）』 

を
著
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、

當
該
時
代
に
お
い
て
㊒
力
な
見
解
で
あ
っ
た
「
性
三
品
說
」
と
、
そ
れ
に
相
反
す

る
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
、
見
解
が
一
定
し
な
い（

２
）。

日
原
利
國
氏
は
、「
王
符
は

ま
ず
人
閒
を
類
型
的
に
區
別
す
る
…
…
上
智
と
下
愚
と
中
庸
と
の
三
者
で
あ
る
」

と
言
う
よ
う
に
、
王
符
は
「
性
三
品
說
」
を
嚴
格
に
㊜
用
し
て
い
た
と
認
識
し
て

い
る（

３
）。

對
し
て
、
田
中
蔴
紗
巳
氏
は
、『
潛
夫
論
』
で
は
確
か
に
「
性
三
品
說
」

が
㊜
用
さ
れ
て
い
る
が
、
愼
微
篇
の
記
述
こ
そ
が
王
符
の
人
閒
觀
の
根
幹
を
成

す
、
と
い
う（

４
）。

田
中
氏
が
問
題
と
し
て
い
る
愼
微
篇
の
眼
目
は
、「
布
衣
㊒
り
善

を
積
む
こ
と
怠
ら
ざ
れ
ば
、
必
ず
顏
・
閔
の
賢
を
致
し
、
惡
を
積
む
こ
と
休
ま
ざ

れ
ば
、
必
ず
桀
・
跖
の
名
を
致
す
」
と
い
う
一
文
に
あ
る
。
氏
は
、「
布
衣
」
を

庶
民
（
な
い
し
人
閒
一
般
）
と
捉
え
、
彼
ら
が
努
力
し
て
到
逹
す
る
域
が
顏
淵
・
閔

子
騫
の
よ
う
な
「
上
智
」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
性
三
品
說
」
と
は
齟
齬
を
き
た
す

こ
と
、
さ
ら
に
王
符
の
思
想
が
全
體
的
に
「
人
爲
」
に
力
點
を
置
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
王
符
の
人
閒
觀
は
「
性
三
品
說
」
と
人
閒
一
般
に
努
力
可
能
性
を
開
く
と

い
う
二
元
論
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
者
を
根
幹
と
し
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
矢
羽
野
隆
男
氏
は
、『
潛
夫
論
』
に
は
「
性
三
品
說
」
ら
し
き
記
述
が
見
え

る
が
、
そ
れ
は
下
愚
へ
の
嫌
惡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
能
力
的
な
限
界
の
想
定

で
は
な
い
と
し（

５
）、

田
中
說
を
支
持
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
潛
夫
論
』
に
お
い
て
、「
性
三
品
說
」

は
所
與
の
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
提
起
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、

こ
の
問
題
を
手
が
か
り
に
、
ま
ず
『
潛
夫
論
』
中
の
「
性
三
品
說
」
根
據
㊮
料
・

そ
れ
に
關
す
る
先
行
硏
究
を
見
、
王
符
の
性
說
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
次
に
、
學

問
論
と
王
符
の
直
面
し
た
現
實
と
性
說
を
連
關
さ
せ
て
考
察
し
、
最
後
に
、
王
符

に
お
け
る
後
天
的
修
養
が
後
代
の
唯
才
主
義
の
系
譜
に
位
置
付
く
こ
と
を
朙
ら
か

に
す
る
。

一
、
王
符
に
お
け
る
「
性
三
品

」
と
「
君
子
」
と
「
小
人
」

　

ま
ず
、「
は
じ
め
に
」
で
觸
れ
た
『
潛
夫
論
』
に
お
け
る
「
性
三
品
說
」
に
つ

い
て
、
先
行
硏
究
者
が
自
說
の
根
據
に
し
た
㊮
料
を
擧
げ
、
檢
討
す
る
。

【
①
】
是
を
以
て
聖
帝
朙
王
、
皆 

德
化
を
敦
く
し
て
威
刑
を
薄
く
す
。
德
と

は
己
を
修
む
る
所
以
な
り
、
威
と
は
人
を
治
む
る
所
以
な
り
。
上
智
と
下
愚

の
民
と
は
少
な
く
し
て
、而
し
て
中
庸
の
民 

多
し
。中
民
の
世
に
生
く
る
や
、

『
潛
夫
論
』
に
見
え
る
人
閒
觀
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『
潛
夫
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に
見
え
る
人
閒
觀

三
三

に
非
ず
、
人
臣
も
亦
た
然
り
。
…
…
②
故
に
仲
尼
曰
く
、「
湯
・
武
は
一
善

に
し
て
王
た
る
に
非
ず
、
桀
・
紂
は
一
惡
に
し
て
亡
ぶ
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。

三
代
の
廢
興
す
る
や
、其
の
積
む
所
に
在
り
。
③
善
を
積
む
こ
と
多
き
者
は
、

一
惡
㊒
る
と
雖
も
、
是
れ
過
失
爲
り
て
、
未
だ
以
て
亡
ぶ
に
足
ら
ず
。
惡
を

積
む
こ
と
多
き
者
は
、
一
善
㊒
る
と
雖
も
、
是
れ
誤
中
爲
り
て
、
未
だ
以
て

存
す
る
に
足
ら
ず
。
人
君
は
此
れ
を
聞
き
て
、
以
て
悚
懼
す
可
し
。
布
衣
は

此
れ
を
聞
き
て
、
以
て
改
容
す
可
し
（
愼
微
篇（

９
））。

①
布
衣
は
、
善
を
積
む
こ
と
を
怠
ら
な
け
れ
ば
、
必
ず
顏
淵
・
閔
子
騫
の
賢

を
得
、
惡
を
積
む
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
、
必
ず
桀
・
跖
の
名
を
得
る
。

② 

だ
か
ら
孔
子
は
、「
湯
王
・
武
王
は
一
つ
の
善
に
よ
っ
て
王
と
な
っ
た
の

で
は
な
く
、桀
・
紂
は
一
つ
の
惡
に
よ
っ
て
滅
ん
だ
の
で
は
な
い
」と
述
べ
た
。

③ 

善
を
積
む
こ
と
が
多
い
者
は
、
一
つ
の
惡
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
過
失

で
あ
り
、
ま
だ
滅
ぶ
に
は
足
ら
な
い
。
惡
を
積
む
こ
と
が
多
い
者
は
、
一
つ

の
善
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
ま
だ
存
す
る
に
足
ら
な
い
。

　

こ
れ
は
、
さ
ら
に
後
段
に
も
續
く
。

且
つ
夫
れ
邪
と
正
と
は
、
猶
ほ
水
と
火
と
原
を
同
じ
く
せ
ず
、
竝
び
に
盛
ん

な
る
を
得
ざ
る
が
こ
と
し
。
正
性 

勝
れ
ば
、
則
ち
遂
に
己
を
重
く
し
て
虧

く
に
忍
び
ず
、
故
に
伯
夷 

餓
死
し
て
恨
み
ず
。
邪
性 

勝
れ
ば
、
則
ち
忸
怵

し
て
舍
つ
る
に
忍
び
ず
、
故
に
王
莽 

位
を
竊
み
て
慚
ぢ
ず
。
惡
習
を
積
む

の
致
す
所
な
り
。（
愼
微
篇

）
（1
（

）。

　

田
中
氏
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
根
據
と
し
て
、「
だ
が
愼
微
篇
の
記
述
か
ら

は
、
三
品
說
を
踏
ま
え
る
樣
子
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
…
…
つ
ま
り
王
符
は
、
人

閒
は
善
性
と
惡
性
と
を
備
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
を
助
長
し
續
け
る
か
に

よ
っ
て
、
高
い
境
地
に
逹
す
る
こ
と
も
、
低
い
次
元
に
下
落
す
る
こ
と
も
可
能
で

猶
ほ
金
を
鑠
す
こ
と
の
鑪
に
在
る
が
ご
と
き
な
り
。笵
に
從
ひ
變
化
す
る
は
、

惟
れ
冶
の
爲
す
所
に
し
て
、方
圓
薄
厚
、鎔
に
隨
ひ
て
制
せ
ら
る
る
の
み
（
德

化
篇（

６
））。

【
②
】
今 
夫
れ
性
惡
の
人
、
家
に
居
る
に
孝
悌
な
ら
ず
、
出
入
す
る
に
恭
敬

な
ら
ず
、
輕
薄
慢
傲
、
凶
悍
に
し
て
辨
ず
る
無
く
、
威
侮
侵
利
を
以
て
行
と

爲
し
、
賊
殘
酷
虐
を
以
て
賢
と
爲
す
こ
と
朙
ら
か
な
り
。
故
に
數
〵
王
法
に

陷
る
者
、
此
れ
乃
ち
民
の
賊
に
し
て
、
下
愚
極
惡
の
人
な
り
。
桎
梏
を
脫
し

て
囹
圄
よ
り
出
づ
と
雖
も
、
終
に
改
悔
の
心
無
し
（
述
赦
篇（

７
））。

【
③
】
夫
れ
赦
贖 

行
は
る
れ
ば
、
孺
子 

姐お
ご

ら
し
む
可
く
、
中
庸
の
人
、
引

き
て
下
す
可
し
（
述
赦
篇（

８
））。

　

日
原
氏
は
、【
①
】
を
根
據
に
「
人
閒
を
類
型
的
に
區
別
す
る
に
至
る
。
そ
れ

は
上
智
と
下
愚
と
中
庸
と
の
三
者
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
【
②
】
を
用
い
る
こ

と
で
王
符
の
下
愚
に
對
す
る
對
應
の
激
烈
さ
を
述
べ
る
。
ま
た
、
田
中
氏
は
、

【
①
】・【
③
】
を
根
據
に
「
王
符
に
性
三
品
說
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

る
」
と
す
る
。
こ
こ
ま
で
、
二
氏
共
通
し
て
『
潛
夫
論
』
に
「
性
三
品
說
」
が
㊜

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
認
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
田
中
氏
は
、【
③
】
の
文
脉
は
、
大
赦
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
敎
化
で
改
善
で
き
な
い
性
惡
の
者
と
い
う
三
品
說
の
下
愚
の
槪
念
が
用
い
ら
れ

て
い
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
『
潛
夫
論
』
中
の
「
上
智
」
と
目
さ
れ
る
「
眞
賢
」

は
修
養
に
よ
っ
て
至
る
境
地
で
あ
る
た
め
、「
性
三
品
說
」
と
は
符
合
し
な
い
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
田
中
氏
は
、「
性
三
品
說
」
の
全
面
的
㊜
用
に
對
し
疑
義
を

呈
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
氏
の
疑
義
の
根
據
は
、
以
下
の
愼
微
篇
の
記
述

に
求
め
ら
れ
る
。

①
布
衣
㊒
り
、
善
を
積
む
こ
と
怠
ら
ざ
れ
ば
、
必
ず
顏
・
閔
の
賢
を
致
し
、

惡
を
積
む
こ
と
休
ま
ざ
れ
ば
、
必
ず
桀
・
跖
の
名
を
致
す
。
獨
だ
布
衣
の
み
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待
ち
て
消
ゆ
。
唯
だ
上
智
下
愚
の
み
移
ら
ず
、
其
の
次 

善
惡 

交
〵
爭
ふ
。

是
に
於
て
敎
も
て
其
の
善
を
扶
け
、
法
も
て
其
の
惡
を
抑
ふ
。
之
を
九
品
に

施
す
を
得
れ
ば
、
敎
に
從
ふ
者
は
半
、
刑
を
畏
る
る
者
は
四
分
の
三
、
其
の

移
ら
ざ
る
の
大
數
、九
分
の
一
な
り
。
一
分
の
中
、又 

微
か
に
移
る
者
㊒
り
。

然
ら
ば
則
ち
法
敎
の
民
を
化
す
る
に
於
け
る
や
、
之
を
盡
く
す
に
幾
し
。
法

敎
の
失
ふ
に
及
ぶ
や
、其
の
亂
を
爲
す
こ
と
亦
た
之
く
の
如
し
」
と
（『
申
鍳
』

雜
言
篇
下

）
（1
（

）。

と
い
う
よ
う
に
朙
ら
か
に
「
性
三
品
說
」
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
發
展
さ
せ
た
主
張

を
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、

夫
の
中
人
の
倫
の
若
き
は
、
則
ち
刑
禮 

焉
を

ぬ
。
敎
化
の
廢
る
る
や
、

中
人
を
推
し
て
小
人
の
域
に
墜
と
す
。
敎
化
の
行
は
る
る
や
、
中
人
を
引
き

て
君
子
の
塗
に
納
る
、
是
れ
章
化
と
謂
ふ
（『
申
鍳
』
政
體
篇

）
（1
（

）。

と
い
う
よ
う
に
、「
君
子
」
―
「
中
人
」
―
「
小
人
」
と
い
う
關
係
性
の
中
で
、

人
閒
觀
を
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
王
符
に
完
璧
に
當
て
は

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
性
三
品
說
」・「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
倂
存
に
つ

い
て
は
一
考
す
べ
き
で
あ
り
、
實
際
に
王
符
は
、

是
の
故
に
君
子
な
る
者
、
性 

絕
世
に
非
ず
し
て
、
善
く
自
ら
物
に
託
す
な

り
（
讚
學
篇

）
（1
（

）。

と
い
う
よ
う
に
、
君
子
の
性
を
「
絕
世
」
と
は
み
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

歬
に
、「
自
ら
先
聖
の
典
經
に
託
し
、
心
を
夫
子
の
遺
訓
に
結
ぶ
（
託
於
先
聖
之
典

經
、
結
心
於
夫
子
之
遺
訓
）」（
讚
學
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
人
の
制
作
し
た
經
書

に
託
し
、
心
を
孔
子
の
遺
訓
に
結
ぶ
こ
と
が
積
善
の
手
段
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王

符
に
と
っ
て
君
子
は
、
改
變
不
可
能
で
性
と
し
て
不
動
の
も
の
で
あ
る
上
智
・
下

愚
と
は
異
な
る
「
中
人
」
こ
そ
が
、
積
善
に
よ
っ
て
至
る
こ
と
の
で
き
る
境
地
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
、
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う）

（（
（

。
確
か
に
、
顏
淵
・
閔
子
騫
は
「
上

智
」
で
あ
り
、
桀
・
盜
跖
は
「
下
愚
」
と
認
識
さ
れ
得
る
存
在
で
あ
り
、
愼
微
篇

の
記
述
と
合
わ
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
記
述
は
、
儒
家
の
傳
統
的
な
人
閒
觀
で
あ
る

「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
實
際
に
田
中
氏
は
そ
の
よ
う
に

と
ら
え
、
德
の
㊒
無
に
よ
る
「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
流
動
性
も
指
摘
す
る）

（1
（

。
た

と
え
ば
、

是
の
故
に
君
子 
戰
戰
慄
慄
と
し
て
、
日
に
一
日
よ
り
愼
み
、
克
己
三
省
し
、

見
へ
ざ
る
を
是
れ
圖
る
。
孔
子
曰
く
、「
善 

積
ま
ざ
れ
ば
以
て
名
を
成
す
に

足
ら
ず
、
惡 

積
ま
ざ
れ
ば
以
て
身
を
滅
ぼ
す
に
足
ら
ず
。
小
人
は
小
善
を

以
て
益
無
し
と
謂
ひ
て
爲
さ
ざ
る
な
り
、
小
惡
を
以
て
傷
ふ
無
し
と
謂
ひ
て

去
ら
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
惡 
積
み
て
掩
ふ
可
か
ら
ず
、
罪 

大
に
し
て
解

く
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
此
れ
蹶
・
踽
の
國
を
迷
は
せ
て
﨤
さ
ざ
る
所
以
、

三
季
の
遂
に
徃
き
て
振
は
ざ
る
所
以
の
者
な
り
（
愼
微
篇

）
（1
（

）。

と
あ
る
よ
う
に
、「
君
子
」
は
一
善
・
一
惡
に
敏
感
で
あ
ろ
う
と
し
、
克
己
三
省

す
る
が
、「
小
人
」
は
小
善
を
利
益
が
な
い
と
思
い
爲
さ
ず
、
小
惡
を
放
っ
て
お

く
た
め
に
惡
を
積
み
す
ぎ
て
覆
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
罪
が
大
き
す
ぎ
て
除

く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
驅
者
と
し
て
楊
雄
が
擧
げ
ら
れ
る
。
池
田
秀
三
氏
は
、

「
人
閒
に
は
上
知
・
中
人
・
下
愚
の
三
等
が
あ
る
。
下
愚
は
小
人
、
上
知
は
聖
人

で
あ
り
、
中
人
は
學
ん
で
君
子
に
、
細
か
く
言
え
ば
、
賢
人
を
經
て
聖
人
に
至
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
修
養
を
積
ま
な
け
れ
ば
小
人
の
域
に
止
ま
る
。
從
っ
て
、
性

善
惡
混
ず
と
は
中
人
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う）

（1
（

。
ま
た
後
代
の
荀

悅）
（1
（

も
、或

ひ
と
曰
く
、「
善
惡
は
皆 

性
な
り
。
さ
す
れ
ば
則
ち
法
敎
は
何
ぞ
施
さ
ん
」

と
。
曰
く
、「
性 

善
と
雖
も
、
敎
を
待
ち
て
成
り
、
性 

惡
と
雖
も
、
法
を
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則
ち
法
敎
の
民
を
化
す
る
に
於
け
る
や
、
之
を
盡
く
す
に
幾
し
。
法
敎
の
失

ふ
に
及
ぶ
や
、
其
の
亂
を
爲
す
こ
と
亦
た
之
く
の
如
し
」
と
（『
申
鍳
』
雜
言

篇
下

）
11
（

）。

　
「
性
三
品
說
」
の
基
本
的
理
解）

11
（

は
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
田
中
氏
は
、「
性

三
品
說
」
と
「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
二
元
論
と
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
は

な
く
、「
性
三
品
說
」
の
枠
組
み
の
中
に
、「
君
子
」
―
「
中
人
」
―
「
小
人
」

が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
原
氏
は
、「
中
人
」
が

「
積
習）

11
（

」
に
よ
り
主
體
的
に
顏
・
閔
の
賢
、
桀
・
跖
の
名
に
至
る
可
能
性
を
㊒
す

る
、
と
い
う
よ
う
に
讀
み
替
え
て
い
る
。
た
だ
こ
の
ま
ま
で
の
見
解
で
は
、「
君

子
」
―
「
中
人
」
―
「
小
人
」
が
「
性
三
品
說
」
の
中
に
入
ら
な
い
と
い
う
矛
盾

が
生
じ
る
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
「
矛
盾
」
の
內
容
に
つ
い
て
、
檢
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
具
體
的
に
王
符
の
努
力
の
內
容
（
積
習
）
と
は
、
學
問
で
あ

る
。
王
符
が
學
問
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、『
論
語
』
由
來
の
手
法
を
用
い
て

篇
頭
に
讚
學
篇
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る）

11
（

。
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察

は
、
章
を
移
し
て
述
べ
た
い
。

二
、
王
符
の
學
問
論
と
現
實
と

　

王
符
に
お
け
る
努
力
の
具
體
的
內
容
は
、
學
問
で
あ
る）

11
（

。
王
符
の
學
問
論
に
つ

い
て
は
、
矢
羽
野
隆
男
氏
の
先
驅
的
な
硏
究
が
存
在
す
る）

11
（

。
氏
は
特
に
、
王
符
が

經
典
を
媒
介
と
し
て
聖
人
と
心
を
接
續
す
る
と
主
張
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
王
符

の
學
問
的
態
度
に
「
觀
照
的
性
質
」
が
見
い
だ
せ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
王
符
の

學
問
論
の
主
眼
は
、「
經
典
を
媒
介
と
し
て
聖
人
と
心
を
接
續
す
る
こ
と
」
に
置

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
關
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

是
の
故
に
物
を
夜
室
に
索
む
る
者
は
、
火
よ
り
良
な
る
は
莫
し
。
衟
を
當
世

に
索
む
る
者
は
、
典
よ
り
良
な
る
は
莫
し
。
典
と
は
、
經
な
り
。
先
聖
の
制

　

こ
こ
ま
で
の
檢
討
に
よ
れ
ば
、
上
智
／
君
子
―
中
人
―
小
人
／
下
愚
と
い
う

圖
式
に
な
り
、
愼
微
篇
の
「
顏
・
閔
の
賢
」・「
桀
・
跖
の
名
」
は
、「
中
人
」
が

「
積
善
／
惡
」
し
た
果
て
に
辿
り
着
く
境
地
を
朙
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
や

は
り
王
符
は
「
性
三
品
說
」
を
取
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
「
中
人
」
に
は
、

努
力
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
努
力
の
可
能
性
を
認
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
硏
究
は
、
王
符
が
當
時
の
現
實
を
背
景
と
し
て
人
爲
中
心

の
考
え
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
ほ
ぼ
一
樣
に
述
べ
る）

（1
（

。
確
か
に
そ
の
點
に

關
し
て
は
異
論
は
無
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
性
三
品
說
」
の
枠
組
み
に
あ
る
限

り
あ
り
え
な
い

4

4

4

4

4

こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
を
善
に
向
か
わ
せ
る
の
は
、
君

主
の
敎
化）

11
（

で
あ
り
、
そ
こ
に
人
閒
の
主
體
性
が
介
在
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、『
春
秋
繁
露
』
深
察
名
號
篇
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

性
を
名
づ
く
る
は
、
上
を
以
て
せ
ず
、
下
を
以
て
せ
ず
、
其
の
中
を
以
て
之

を
名
づ
く
。
性
は
繭
の
如
く
卵
の
如
し
。
卵
は
覆
を
待
ち
て
雛
と
成
り
、
繭

は
繅
を
待
ち
て
絲
と
爲
り
、
性
は
敎
を
待
ち
て
善
と
爲
る
。
此
を
之
れ
眞
天

と
謂
ふ
。
天 

民
を
生
ず
る
に
、
性
に
善
質
㊒
る
も
、
而
れ
ど
も
未
だ
善
な

る
こ
と
能
は
ず
。是
に
於
て
之
が
爲
に
王
を
立
て
て
以
て
之
を
善
に
す
る
は
、

此
れ
天
意
な
り
。
民
は
未
だ
善
な
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
性
を
天
に
受
け
て
而

し
て
退
き
て
性
を
成
す
の
敎
を
王
に
受
く
。
王 

天
意
を
承
け
て
、
民
の
性

を
成
す
を
以
て
任
と
爲
す
者
な
り
（『
春
秋
繁
露
』
深
察
名
號
篇

）
1（
（

）。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
も
取
り
上
げ
た
荀
悅
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

或
ひ
と
曰
く
、「
善
惡
は
皆 

性
な
り
。
さ
す
れ
ば
則
ち
法
敎
は
何
ぞ
施
さ
ん
」

と
。
曰
く
、「
性 

善
と
雖
も
、
敎
を
待
ち
て
成
り
、
性 

惡
と
雖
も
、
法
を

待
ち
て
消
ゆ
。
唯
だ
上
智
下
愚
の
み
移
ら
ず
、
其
の
次 

善
惡 

交
〵
爭
ふ
。

是
に
於
て
敎
も
て
其
の
善
を
扶
け
、
法
も
て
其
の
惡
を
抑
ふ
。
…
…
然
ら
ば
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ど
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
は
い
か
な
い
。

　

努
力
の
具
體
的
內
容
は
、
如
上
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、「
一
」
の
最
後
に

記
し
た
よ
う
に
、「
矛
盾
」
が
生
じ
て
い
る
。「
性
三
品
說
」
の
枠
內
に
あ
る
限

り
、
人
を
善
に
向
か
わ
せ
る
の
は
、
努
力
で
は
な
く
、
敎
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
王
符
に
お
け
る
努
力
は
、
決
し
て
人
閒
個
人
が

行
う
修
養
と
い
う
意
味
に
は
と
ど
ま
り
切
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
王
符
は
確
か
に
、「
布
衣
は
、
善
を
積
む
こ
と
を
怠
ら
な
け
れ
ば
、
必

ず
顏
淵
・
閔
子
騫
の
賢
を
得
、
惡
を
積
む
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
、
必
ず
桀
・
跖

の
名
を
得
る
」
と
い
う
が
、「
顏
・
閔
の
賢
」
に
至
る
方
策
は
、
讚
學
篇
に
言
う

よ
う
に
、
學
問
で
あ
り
、
そ
の
學
問
は
、
自
分
の
心
と
經
典
に
現
れ
し
聖
人
の
心

に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
經
典
を

4

4

4

通4

じ
て

4

4

聖4

人
の
敎

4

4

4

化4

を4

受4

け
る

4

4

の
が
、
王
符
に
と
っ
て
の
學
問
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
こ
そ
、
中

人
は
賢
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
王
符
は
人
爲
中
心
の
思
想
家
で
あ

る
か
ら
、
主
體
的
に
修
養
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
人
閒
の
努
力
可
能
性
を
開
い
た

と
い
う
考
え
方
は
非
で
あ
り
、
正
確
に
い
え
ば
、「
學
問
を
す
る
こ
と
」
に
對
す

る
主
體
性
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
性
に
影
響
を
與
え
ら
れ
る

の
は
、
聖
人
に
よ
る
「
敎
化
」
で
あ
り
、
必
ず
し
も
人
閒
の
努
力
に
よ
り
善
に
向

か
う
譯
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
王
符
思
想
の
全
體
的
な

指
向
に
よ
く
合
致
す
る
。
渡
部
東
一
郞
氏
は
、
王
符
は
確
か
に
人
爲
中
心
の
思
想

家
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
を
第
一
義
的
に
位
置
づ
け
た
上
で
の
主
張
で
あ
る
と
す

る）
1（
（

。
こ
の
見
解
に
從
え
ば
、「
經
典
を
通
じ
て
聖
人
の
敎
化
を
受
け
る
」
と
い
う

こ
と
は
つ
ま
り
、「
天
の
口
」（
考
績
篇
）
で
あ
る
聖
人
の
敎
化
を
受
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
王
符
の
天
を
第
一
義
的
に
位
置
づ
け
た
上
で
人
爲
を
强
調
す

る
と
い
う
思
想
に
合
う
。

　

右
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

る
所
な
り
。
先
聖 

衟
を
得
る
の
精
き
者
は
以
て
其
の
身
に
行
ひ
、
賢
人
の

自
ら
勉
め
て
以
て
衟
に
入
る
こ
と
を
欲
す
。
故
に
聖
人
の
經
を
制
り
て
以
て

後
賢
に
遺
す
は
、
譬
ふ
れ
ば
猶
ほ
巧
倕
の
規
榘
準
繩
を
爲
し
て
以
て
後
工
に

遺
す
が
ご
と
き
な
り
（
讚
學
篇

）
11
（

）。

先
聖
の
智
、
心
は
神
朙
に
逹
し
、
性
は
衟
德
を
直な

お

く
し
、
又 

經
典
を
造
り

て
以
て
後
人
に
遺
す
。
試
み
に
賢
人
君
子
を
し
て
、
學
問
を
釋
て
、
質
を
抱

き
て
行
は
し
む
れ
ば
、
必
ず
具
は
ら
ざ
る
な
り
。
師
に
從
ひ
て
學
に
就
き
、

經
を
按
じ
て
行
は
し
む
れ
ば
、
聰
逹
の
朙
、
德
義
の
理
、
亦
た
庶
き
に
及
べ

り
。
是
の
故
に
聖
人
は
其
の
心
を
以
て
來
り
て
經
典
を
造
り
、
後
人
は
經
典

を
以
て
徃
き
て
聖
心
に
合
す
、
故
に
經
を
修
む
る
の
賢
、
德 

聖
に
近
し
（
讚

學
篇

）
11
（

）。

　

先
聖
（
聖
人
）
が
制
作
し
た
「
經
」
は
、
あ
た
か
も
「
巧
倕
」
が
制
作
し
た

「
規
榘
準
繩
」
の
よ
う
な
も
の
で
、「
後
賢
」
に
遺
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

「
後
賢
」
が
學
べ
ば
、「
聰
逹
の
朙
」・「
德
義
の
理
」
が
、
聖
人
に
近
づ
く
。
さ
ら

に
、
聖
人
は
、「
心
」
を
も
っ
て
來
て
「
經
典
」
を
作
り
、
後
人
は
、「
經
典
」
を

も
っ
て
行
っ
て
「
聖
心
」
に
合
い
、「
經
」
を
修
め
た
「
賢
人
」
の
德
は
、
聖
人

に
近
い
、
と
あ
る
。
要
す
る
に
、
中
人
が
賢
人
に
な
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
聖

人
の
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
經
典
を
學
び
、
心
を
接
續
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
缺

だ
っ
た
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
賢
人
と
聖
人
の
區
分
に
つ
い
て
も
次
の

よ
う
に
言
う
。

夫
れ
聖
人
は
天
口
爲
り
、
賢
人
は
聖
譯
爲
り
。
是
の
故
に
聖
人
の
言
は
、
天

の
心
な
り
。
賢
の
說
く
所
は
、
聖
人
の
意
な
り
（
考
績
篇

）
11
（

）。　

　

聖
人
は
、
天
の
口
で
あ
り
、
賢
人
は
、
聖
人
の
飜
譯
者
で
あ
る
。
そ
の
た
め
聖

人
の
言
葉
は
、
天
の
心
で
あ
る
。
賢
人
が
說
く
こ
と
は
、
聖
人
の
意
思
で
あ
る
、

と
。
つ
ま
り
、
王
符
が
至
れ
る
と
想
定
す
る
賢
人
は
、
聖
人
の
「
飜
譯
者
」
に
と
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『
尙
書
』
洪
範
に
、「
天
子
は
民
の
父
母
で
あ
る
」
と
言
う
。
父
母
は
子
に
對
し

て
、
ど
う
し
て
居
な
が
ら
に
し
て
子
が
賊
に
屠
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
見
、
立
ち
な
が

ら
に
し
て
子
が
犬
や
豚
に
喰
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う

か
、
と
い
う
。
こ
の
記
述
は
、
永
初
元
（
一
〇
七
）
年
に
起
こ
っ
た
先
零
羌
の
反

亂
に
對
し
、
後
漢
が
全
く
役
に
立
た
な
か
っ
た
こ
と
を
嚴
し
く
指
彈
す
る
篇
で
あ

る
邊
議
篇
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
王
符
の
本
貫
地
は
凉
州
安
定
郡
で
あ
る
が
、
當

時
中
央
政
府
で
卷
き
起
こ
っ
て
い
た
の
は
、
先
零
羌
に
侵
さ
れ
た
凉
州
を
一
旦
放

棄
し
よ
う
と
い
う
凉
州
放
棄
論
で
あ
っ
た
。
結
局
こ
れ
は
沙
汰
止
み
と
な
っ
た

が
、
王
符
の
目
に
は
、
當
時
の
皇
帝
で
あ
る
安
帝
が
、
我
が
本
貫
地
を
放
棄
し
よ

う
と
す
る
懦
弱
な
君
主
に
映
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
實
際
に
凉
州
放
棄
論

を
强
く
非
難
し
て
い
る
。

　

先
述
し
た
も
の
以
外
に
も
、『
潛
夫
論
』
に
は
君
主
に
對
す
る
批
判
的
態
度
を

伺
い
知
れ
る
記
述
が
多
く
存
在
す
る
。
つ
ま
り
王
符
は
、
現
實
に
存
在
す
る
君
主

―
安
帝
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が

―
は
、
敎
化
を
行
う
主
體
に
は
値
し

な
い
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
經
典
を
通
じ
、
現
實
に
は
存
在
し

4

4

4

4

4

4

4

な
い

4

4

聖
人
の
敎
化
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
先
行
硏
究
が
再
三

說
く
努
力
の
內
容
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
人
と
し
て
性
を
受
け
た
も
の
が
善
に
向
か

う
契
機
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
自
身
の
努
力
で
善
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
王
符
の
人
閒
觀
を
解
せ
ば
、「
性
三
品
說
」

の
枠
內
に
あ
る
こ
と
を
說
朙
で
き
る
し
、
そ
の
論
據
も
示
し
て
き
た
。
本
來
の

「
性
三
品
說
」
と
異
な
る
點
は
、
善
に
向
か
う
た
め
に
は
、
自
身
で
聖
人
の
心
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
經
典
を
紐
解
き
、
學
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の

み
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
檢
討
し
た
い
の
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た

要
す
る
に
、
現
實
に
存
在
す
る
君
主
で
は
な
く
、
聖
人
の
敎
化
を
求
め
る
が
故

に
、
自
發
的
に
經
書
を
學
ん
で
い
る
か
ら
、
讀
者
に
は
そ
れ
が
人
の
主
體
的
な
努

力
の
可
能
性
を
大
い
に

4

4

4

認4

め
て
い
る

4

4

4

4

よ
う
に
映
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
に
な

る
の
は
、
な
ぜ
王
符
は
現
實
の
君
主
の
敎
化
に
朞
待
し
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
君
主
の
敎
化
に
朞
待
し
な
か
っ
た
か
ら
、
經
書
を
學
ぶ
こ
と
に
專
心

し
、
聖
人
の
敎
化
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
王
符

の
現
實
に
對
す
る
認
識
に
現
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
歬
提
と
し
て
先
行
硏
究
を
擧

げ
る
ま
で
も
な
く
、
朙
ら
か
に
王
符
は
現
實
に
對
し
て
批
判
を
繰
り
﨤
し
、「
末

世
」（
潛
歎
篇
）
と
認
識
し
て
い
た
。
彼
の
批
判
は
多
岐
に
渡
り
、
彼
の
直
接
の
批

判
對
象
は
、「
鄧
騭
專
權
狀
態
」
に
お
け
る
官
吏
登
用
制
度
の
形
骸
化
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が）

11
（

、
そ
れ
ら
の
責
任
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
君
主
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

今 

世
主
の
士
に
於
け
る
や
、
目
に
賢
を
見
る
も
則
ち
敢
へ
て
用
ひ
ず
、
耳

に
賢
を
聞
く
も
則
ち
及
ば
ざ
る
を
恨
む
。
自
ら
知
る
こ
と
㊒
る
と
雖
も
、
猶

ほ
取
る
能
は
ず
、
必
ず
更
に
群
司
の
舉
ぐ
る
所
を
待
つ
は
、
則
ち
亦
た
麟
鹿

を
失
ひ
て
艾
猳
を
獲
る
を
懼
る
る
が
ご
と
し
（
賢
難
篇

）
11
（

）。

　

今
の
君
主
は
士
に
對
し
て
、
目
で
賢
人
を
見
て
も
敢
え
て
用
い
る
こ
と
無
く
、

耳
に
賢
人
を
聞
い
て
も
（
自
身
に
）
及
ば
な
い
こ
と
を
恨
む
。
自
分
で
（
賢
人
を
）

知
っ
て
い
て
も
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
必
ず
さ
ら
に
群
僚
の
擧
げ
る
人
物

を
待
つ
の
は
、
麟
鹿
を
失
っ
て
艾
猳
を
得
る
こ
と
を
怖
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
王
符
は
君
主
が
賢
人
の
存
在
を
自
身
で
認
識
し
な
が
ら

も
失
敗
を
怖
れ
て
登
用
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら

に
君
主
を
直
接
的
に
批
判
し
て
い
る
記
述
も
見
え
る
。

書
に
曰
く
、「
天
子
は
民
の
父
母
作
り
」
と
。
父
母
の
子
に
於
け
る
や
、
豈

に
坐
な
が
ら
に
し
て
其
の
寇
賊
の
屠
剝
す
る
所
と
爲
る
を
觀
、
立
ち
な
が
ら

に
し
て
其
の
狗
豕
の
噉
⻝
す
る
所
と
爲
る
を
視
る
可
け
ん
や
（
邊
議
篇

）
11
（

）。
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才
性
論
は
、
曹
操
の
「
唯
才
主
義
」
の
登
場
後
に
始
ま
っ
た
「
才
性
四
本
論
」

が
高
名
で
あ
る）

11
（

。
た
だ
、
本
稿
で
特
に
着
目
し
た
い
の
は
、
王
符
の
考
え
は
、

「
唯
才
主
義
」
の
先
驅
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
王
符
の
生
き
た
時
代
の
主
流
な
官
吏
登
用
制
度
で
あ
る
孝
廉
は
、

「
性
が
優
れ
て
い
れ
ば
才
も
優
れ
て
い
る
は
ず
」
と
い
う
歬
提
の
下
成
り
立
っ
て

い
た）

11
（

。
し
か
し
そ
れ
は
、
後
漢
中
朞
（
一
〇
七
年
～
）
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
く
ず
れ

始
め
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
先
零
羌
の
反
亂
や
天
災
の
增
加
と
い
っ
た
社
會
不
安

が
增
大
し
た
の
で
あ
る
。
王
符
は
君
主
の
責
に
つ
い
て
も
問
う
て
い
た
が
、
彼

の
具
體
的
な
批
判
の
目
は
、
孝
廉
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
官
吏
に
向
け
ら
れ
て

い
た）

11
（

。
す
な
わ
ち
王
符
の
中
で
は
、「
性
が
優
れ
て
い
れ
ば
才
も
優
れ
て
い
る
は

ず
」
と
い
う
性
才
一
致
を
原
則
と
し
た
歬
提
に
對
し
、
疑
義
が
生
じ
始
め
て
い
た

の
で
あ
る
。
實
際
に
王
符
は
、
本
來
は

4

4

4

後
天
的
修
養
に
よ
っ
て
な
る
賢
人
を
非
常

に
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
符
の
賢
人
重
視
は
、
賢
人
を
聖
人
の
飜
譯
者
と
見

な
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
王
符
自
身
そ
う
い
っ
た
賢
人
が
評
價
さ
れ
ず
、
官
途

に
つ
け
な
い
現
狀
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

所
謂 

賢
人
君
子
と
は
、
必
ず
し
も
高
位
厚
祿
富
貴
榮
華
の
謂
ひ
に
非
ざ
る

な
り
。
此
れ
則
ち
君
子
の
宜
し
く
㊒
つ
べ
き
所
な
る
も
、
而
れ
ど
も
其
の
君

子
爲
る
所
以
の
者
に
非
ざ
る
な
り
。
所
謂 

小
人
と
は
、
必
ず
し
も
貧
賤
凍

餒
辱
阨
窮
の
謂
ひ
に
非
ざ
る
な
り
。
此
れ
則
ち
小
人
の
宜
し
く
處
る
べ
き
所

な
る
も
、
而
れ
ど
も
其
の
小
人
爲
る
所
以
の
者
に
非
ざ
る
な
り
（
論
榮
篇

）
11
（

）。

　
「
高
位
厚
祿
富
貴
榮
華
」
は
、
賢
人
君
子
の
保
㊒
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
賢
人
君
子
で
あ
る
理
由
に
な
ら
な
い
。「
貧
賤
凍
餒
辱
阨
窮
」
は
小
人
の
い

る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
小
人
で
あ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
、
と
い

こ
と
は
、
王
符
に
と
っ
て
は
「
性
三
品
說
」
の
枠
內
で
完
結
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
が
本
來
の
も
の
と
異
な
る
以
上
、
何
か
別
の
思
考
を
も
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
體
的
に
言
え
ば
、
確
か
に
聖
人
の
敎
化
と

い
う
形
を
取
っ
て
い
た
が
、
現
實
に
は
自
身
で
經
典
に
向
き
合
い
學
習
し
な
け
れ

ば
、
そ
も
そ
も
善
に
向
か
う
契
機
す
ら
發
生
し
な
い
。
今
ま
で
の
檢
討
を
飜
す
よ

う
に
な
る
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は

―
聖
人
の
敎
化
と
い
う
論
理
が
最
重
要
で
あ

り
な
が
ら
も

―
人
閒
の
努
力
に
對
す
る
一
定
の
評
價
も
存
在
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
先
行
硏
究
の
誰
も
が
指
摘
し
て
き
た

よ
う
に
、
後
天
的
修
養
の
範
疇
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
天
的
修
養
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
能
力
は
、
天
與
の
衟
德
的
性
質
で
あ
る
性
と
對
比
さ
れ
、
才
と
さ
れ
る
。
王

符
の
中
で
は
「
聖
人
の
敎
化
」
と
い
う
論
理
が
貫
徹
し
て
お
り
、
矛
盾
な
い
と
し

て
も
、
そ
れ
が
實
際
に
は
後
天
的
修
養
も
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
檢

討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
章
を
移
し
て
檢
討
す
る
。

三
、
性
と
才

―
「
唯
才
主
義
」
に
至
る
系

―

　

二
の
最
後
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
王
符
は
人
爲
中
心
の
思
想
家
で
あ
る
か
ら
、

主
體
的
に
修
養
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
人
閒
の
努
力
可
能
性
を
開
い
た
、
と
い
う

考
え
方
は
非
で
あ
る
。
正
確
に
い
え
ば
、「
學
問
を
す
る
こ
と
」
に
對
す
る
主
體

性
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
性
に
影
響
を
與
え
ら
れ
る
の
は
、

聖
人
に
よ
る
「
敎
化
」
で
あ
り
、
人
閒
の
努
力
に
よ
り
善
に
向
か
う
わ
け
で
は
な

い
。
た
だ
、
現
實
に
は
自
身
で
經
典
に
向
き
合
い
學
習
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も

善
に
向
か
う
契
機
す
ら
發
生
し
な
い
こ
と
も
ま
た
事
實
で
あ
る
。
通
常
、
自
身
で

經
典
に
向
き
合
い
學
習
す
る
こ
と
は
後
天
的
修
養
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ

た
能
力
は
、
才
に
當
た
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
符
の
人
閒
觀
は
、「
性
三

品
說
」
の
俎
上
に
乘
る
だ
け
で
な
く
、
實
は
才
性
論
の
俎
上
に
も
乘
る
の
で
あ



『
潛
夫
論
』
に
見
え
る
人
閒
觀

三
九

な
れ
ば
な
り
。
諺
に
曰
く
、「
曲
木
は
直
繩
を
惡
み
、
重
罰
は
朙
證
を
惡
む
」

と
。
此
れ
群
臣
の
總
猥
を
樂
し
み
て
考
功
を
惡
む
所
以
な
り
（
考
績
篇

）
1（
（

）。

　

上
古
で
は
、
選
擧
を
非
常
に
重
ん
じ
、（
選
擧
の
）
名
實
を
詳
細
に
朙
ら
か
に
し

て
（
選
ば
れ
た
官
吏
に
對
し
て
）
賞
罰
を
嚴
し
く
し
た
。
た
め
に
賢
愚
を
辨
別
し
て

士
を
多
く
得
る
こ
と
が
で
き
、
敎
化
を
行
っ
て
民
を
安
ん
じ
、
太
平
を
齎
し
た
。

し
か
し
、
今
は
異
な
り
、
漢
は
踐
祚
し
て
か
ら
三
百
二
十
年
、
ま
だ
上
古
の
よ
う

に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
敎
化
が
至
ら
ず
考
功
せ
ず
、（
選
ば
れ
た
官
吏
に
對
し
て
）

賞
罰
が
止
ま
り
、
赦
贖
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
上
古
と

は
異
な
り
、
王
符
の
生
き
た
現
實
に
お
い
て
は
、
㊜
切
に
官
吏
の
賢
愚
を
量
る
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
官
吏
の
賢
愚
と
い
う
個
人
の
能
力
を
基
準
に
㊜

切
な
者
を
辨
別
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
。
賢
愚
が
個
人
の
能
力
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

夫
れ
善
惡
の
象
、
千
里 

符
を
合
は
せ
、
百
世 

蹟
を
累
ね
、
性 

相 

近
く
し

て
習
ひ
相
遠
し
。
是
の
故
に
賢
愚
は
心
に
在
り
、貴
賤
に
在
ら
ず
（
本
政
篇

）
11
（

）。

　

傍
線
部
に
は
、
賢
愚
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
性
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い

る
。『
論
語
』
陽
貨
篇
の
語
を
引
用
し
、
性
は
近
く
て
も
習
い
は
遠
く
、
た
め
に

賢
愚
は
（
聖
人
と
繋
が
る
器
官
で
あ
る
）
心
に
あ
り
、
貴
賤
に
あ
る
の
で
は
な
い
と

言
朙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

右
記
の
よ
う
に
、
王
符
は
個
人
の
能
力
と
い
う
も
の
を
非
常
に
重
視
し
て
い

た
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
「
性
三
品
說
」
は
、
聖
人
の
心
で
あ
る
經
典
を
媒
介
と
す
る

こ
と
に
よ
り
移
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
經
典
を
媒
介
と
す
る
と
い
う
點
に
、

人
の
後
天
的
修
養
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
可
能
性
こ
そ
、「
唯
才
主

義
」
に
連
な
る
性
と
才
の
分
離
の
基
點
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
筆
者
は
既
に
、

王
符
が
唯
才
主
義
の
萠
芽
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る）

11
（

。
歬
稿
で

は
登
用
さ
れ
な
い
賢
人
の
不
遇
に
對
す
る
怒
り
と
い
う
側
面
か
ら
唯
才
主
義
へ
の

う
。
ま
た
、
別
の
段
で
は
以
下
よ
う
に
言
う
。

論
ず
る
に
若
し
必
ず
族
を
以
て
す
れ
ば
、
是
れ
丹 

宜
し
く
禪
る
べ
く
し
て

舜 
宜
し
く
誅
す
べ
く
、
鮒 

宜
し
く
賞
す
べ
く
し
て
友 

宜
し
く
夷
ぐ
べ
き
な

り
。
之
を
論
ず
る
に
必
ず
し
も
族
を
以
て
す
可
か
ら
ざ
る
や
是
の
若
し
（
論

榮
篇

）
11
（

）。

論
ず
る
に
若
し
必
ず
位
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
兩
王
（
幽
王
・
厲
王
） 

世
士
爲
り
て
二
處
（
顏
淵
・
原
思
） 

愚
鄙
爲
る
な
り
。
之
を
論
ず
る
に
必
ず

し
も
位
を
以
て
す
可
か
ら
ざ
る
や
、
又 

是
の
若
し
（
論
榮
篇

）
11
（

）。

　

こ
こ
に
い
う
の
は
、
人
を
論
じ
る
際
に
族
や
位
を
以
て
す
る
こ
と
の
無
意
味
さ

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
賢
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
個
人
の
才
に
歸
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
も
っ
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
君
主
が
賢
人
を
招
く
際
に
は
、
族
や
位
と
い
っ
た
も
の
に
縛

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う

に
も
い
う
。

古い
に
し
へ者 

諸
侯 

士
を
貢す

す

む
る
に
、
一
た
び
㊜
は
ば
之
を
好
德
と
謂
ひ
、
載ふ

た

た
び

㊜
は
ば
之
を
尙
賢
と
謂
ひ
、
三
た
び
㊜
は
ば
之
を
㊒
功
と
謂
ひ
、
則
ち
之
に

賞
を
加
ふ
。
其
れ
士
を
貢
ま
ざ
る
は
、
一
た
び
則
ち
𣝣
を
黜
り
、
載
た
び
則

ち
地
を
黜
り
、
三
た
び
黜
ら
る
れ
ば
則
ち
𣝣
土 

俱
に
畢
く
。
下
に
附
し
て

上
に
罔
ふ
る
者
は
死
、
上
に
附
し
て
下
に
罔
ふ
る
者
は
刑
、
國
政
を
聞
く
に

與
り
て
民
に
益
無
き
者
は
斥
け
ら
れ
、
上
位
に
在
り
て
賢
を
進
む
能
は
ざ
る

者
は
逐
は
る
。
其
れ
事
を
受
け
て
選
舉
を
重
ん
じ
、
名
實
を
審
ら
か
に
し
て

賞
罰
を
嚴
し
く
す
る
も
也ま

た
此
く
の
如
し
。
故
に
能
く
賢
愚
を
別
ち
て
士
を

多
く
獲
、
敎
化
を
成
し
て
民
氓
を
安
ん
ず
。
三
代 

世
に
於
け
る
や
、
皆 

太

平
を
致
す
。
聖
漢 

踐
祚
し
、
載
祀 

四
八
、
而
れ
ど
も
猶
ほ
未
だ
な
ら
ざ
る

者
の
ご
と
き
は
、
敎 

假い
た

ら
ず
し
て
功 

考
せ
ず
、
賞
罰 

稽と
ど

ま
り
て
赦
贖 

數
〵
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崩
壞
し
始
め
た
時
代
に
生
き
な
が
ら
、
性
に
對
し
て
綿
密
な
檢
討
を
行
っ
た
。
し

か
し
、
王
符
が
意
識
す
る
し
な
い
に
關
わ
ら
ず
、
逆
に
才
の
重
要
性
が
朙
確
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
王
符
は
、
性
と
才
の
分
離
に
お
け
る
出
發
點
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
王
符
の
人
閒
觀
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
王
符
の
人
閒
觀
の

大
枠
と
し
て
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、「
性
三
品
說
」
の
枠
組
み
の
中
に
、「
君

子
」
―
「
中
人
」
―
「
小
人
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
ま
ま

で
は
、
人
を
善
に
向
か
わ
せ
る
の
は
、
君
主
の
敎
化
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
閒
の
主

體
性
が
介
在
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し

て
、
次
に
學
問
論
と
現
實
と
に
つ
い
て
檢
討
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
經
典
を
通

じ
て
聖
人
の
敎
化
を
受
け
る
の
が
、
王
符
に
と
っ
て
の
學
問
で
あ
り
、
そ
れ
を
通

じ
て
こ
そ
、
中
人
は
賢
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
生
じ
る
疑
問
は
、
確

か
に
聖
人
の
敎
化
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
が
、
現
實
に
は
自
身
で
經
典
に
向
き

合
い
學
習
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
善
に
向
か
う
契
機
す
ら
發
生
せ
ず
、
や
は
り

そ
こ
に
は
人
閒
の
努
力
に
對
す
る
一
定
の
評
價
も
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
後
天
的
修
養
の
範
疇
で
あ
り
、
才
性

論
に
お
け
る
才
に
當
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
め
に
最
後
に
王
符
と
「
唯
才
主

義
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
儒
敎
で
は
、「
性
が
優
れ

て
い
れ
ば
才
も
優
れ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
い
う
德
性
と
才
能
の
一
致
を
歬
提
と
し

て
い
た
。
し
か
し
、
社
會
が
混
亂
す
る
に
連
れ
て
、
そ
の
よ
う
な
歬
提
は
徐
々

に
消
え
失
せ
始
め
る
。
そ
の
時
に
生
き
た
の
が
、
王
符
で
あ
る
。
通
常
、「
才
性

論
」
の
文
脉
で
は
「
性
は
所
與
の
も
の
」・「
才
は
後
天
的
な
も
の
」
と
い
う
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
「
經
典
を
媒
介
と
し
た
敎
化
と
い
う
形
」
の

系
譜
を
論
じ
た
が
、
本
稿
で
は
王
符
の
性
に
對
す
る
考
察
を
詳
細
に
檢
討
す
る
こ

と
に
よ
り
、
逆
に
後
天
的
修
養
に
對
す
る
意
識
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
要
す
る

に
、
王
符
の
人
閒
觀
に
お
け
る
成
長
の
要
素
の
中
に
は
、「
經
典
を
通
じ
た
聖
人

に
よ
る
敎
化
（
性
の
善
な
る
部
分
を
伸
張
さ
せ
る
）」
と
「
後
天
的
修
養
に
よ
り
得
ら

れ
る
能
力
（
才
）」
が
、
な
い
交
ぜ

4

4

4

4

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
王
符

の
中
で
は
、
そ
こ
に
對
す
る
朙
確
な
辨
別
は
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。
た

だ
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
も
性
と
才
の
分
離
を
窺
わ
せ
る
㊮
料
も
存
在
す
る
。
次

の
㊮
料
を
み
て
み
よ
う
。

五
者
、
外
に
賢
才
の
虛
譽
を
振
ふ
㊒
り
と
雖
も
、
內
に
衟
德
の
至
實
を
傷
ふ

㊒
り
（
務
本
篇

）
11
（

）。

　

傍
線
部
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
賢
才
と
衟
德
を
對
置
し
て
い
る
。
衟
德
は

性
を
指
す
た
め
、
こ
こ
は
才
と
性
を
對
置
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
同

樣
の
事
例
と
な
り
え
る
記
述
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

【
①
】
況
ん
や
君
子 

敦
貞
の
質
・
察
敏
の
才
、
之
を
攝た

す

く
る
に
良
朋
を
以
て

し
、
之
を
敎
ふ
る
に
朙
師
を
以
て
し
、
之
を
文か

ざ

る
に
禮
・
樂
を
以
て
し
、
之

を
導
く
に
詩
・
書
を
以
て
し
、
之
を
贊
す
る
に
周
易
を
以
て
し
、
之
を
朙
ら

か
に
す
る
に
春
秋
を
以
て
す
れ
ば
、其
れ
濟
ふ
こ
と
㊒
ら
ざ
る
や
（
讚
學
篇

）
11
（

）。

【
②
】
處
子 

顏
・
閔
の
行
を
躬
に
し
、
勞
謙
の
質
を
性
と
し
、
伊
・
呂
の
才

を
秉
り
、
救
民
の
衟
を
懷
ふ
と
雖
も
、
其
の
斯
世
に
㊮た

す

け
ら
れ
ざ
る
や
、
亦

た
已
に
朙
ら
か
な
り
（
交
際
篇

）
11
（

）。

　
【
①
】・【
②
】
の
傍
線
を
引
い
た
箇
所
を
見
れ
ば
、
性
と
才
を
區
分
し
て
樣
子

が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
辨
別
し
て
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
記
述
も
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
王
符
は
、「
性
が
優
れ
て
い
れ
ば
才
も
優
れ
て
い
る
は
ず
」
と
い
う
歬
提
が



『
潛
夫
論
』
に
見
え
る
人
閒
觀

四
一

本
稿
は
、
長
谷
川
隆
一
「『
潛
夫
論
』
愼
微
篇
か
ら
見
る
王
符
の
人
閒
觀

―

〈
賢
人
〉
に
到
る
歬
提
と
し
て

―
」（
第
六
九
回
日
本
中
國
學
會
大
會
、
於
：
山
形
大

學
小
白
川
キ
ャ
ン
パ
ス
基
盤
敎
育
二
號
館
二
二
二
敎
室
、
二
〇
一
七
年
一
〇
⺼
七
日
）
を

大
幅
に
改
め
た
上
で
成
稿
し
た
。 

　
㊟（

１
）　
『
潛
夫
論
』
の
底
本
に
は
、『
潛
夫
論
箋
校
正
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
を

用
い
る
。
ま
た
、『
潛
夫
論
逐
字
索
引
』（
商
務
印
書
舘
、
一
九
九
五
年
）
も
參
照
し

た
。
字
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
從
っ
て
表
記
し
て
い
る
。

（
２
）　

王
符
の
「
性
三
品
說
」
に
關
し
て
は
、
本
邦
の
硏
究
以
外
に
も
指
摘
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
劉
文
英
『
王
符
評
傳
』（
南
京
大
學
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
は
、
德
化

篇
の
記
述
を
主
と
し
て
取
り
上
げ
、
王
符
の
「
性
三
品
說
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
た

だ
し
そ
の
中
で
は
、
本
邦
の
硏
究
者
が
對
峙
し
た
「
性
三
品
說
」
と
王
符
の
人
爲
中

心
と
い
う
「
矛
盾
」
に
關
す
る
考
察
は
深
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
特
に
意
識
さ
れ
て
い

る
樣
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
周
桂
鈿
『
中
國
歷
代
思
想
史

（
二
）』（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
も
同
樣
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
王
步
貴
編
著

『
王
符
思
想
硏
究
』（
甘
肅
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
も
德
化
篇
の
記
述
に
基
づ

い
て
、
王
符
は
、
上
か
ら
の
敎
化
は
認
め
る
も
の
の
、
人
民
一
般
の
衟
德
形
成
の

可
能
性
は
否
認
す
る
。
た
だ
そ
れ
で
は
、
王
符
の
人
爲
中
心
的
な
思
想
と
「
性
三
品

說
」
と
の
連
關
は
說
朙
で
き
ず
、
そ
れ
に
對
す
る
疑
問
を
挾
ん
で
も
い
な
い
。

（
３
）　

日
原
利
國
「
王
符
の
法
思
想
」（『
東
洋
の
文
化
と
社
會
』
六
、
一
九
五
七
年
。
の

ち
、
同
氏
『
漢
代
思
想
の
硏
究
』
硏
文
出
版
、
一
九
八
六
年
に
所
收
）。

（
４
）　 

田
中
蔴
紗
巳
「
王
符
の
人
閒
觀
に
つ
い
て
」（『
硏
究
紀
要
（
日
本
大
學
文
理
學
部

人
文
科
學
硏
究
所
）』
五
一
、
一
九
九
六
年
。
の
ち
、
同
氏
『
後
漢
思
想
の
探
究
』

硏
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
に
所
收
）。

修
養
こ
そ
が
、「
才
」
の
方
を
指
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。
故
に
本
稿
で
は
、
王
符

は
「
唯
才
主
義
」
の
先
驅
け
で
あ
り
、
出
發
點
で
あ
る
と
位
置
付
け
た
。

　

王
符
よ
り
以
後
、
才
の
重
視
は
增
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
建
安
七
子
の
一
人
で

あ
る
徐
幹
は
、
性
の
範
疇
に
屬
す
る
德
行
よ
り
も
才
智
の
優
越
を
主
張
す
る）

11
（

。
ま

た
、
仲
長
統
『
昌
言
』
に
は
、「
下
愚
の
才
（
理
亂
篇
）」、「
才
智
を
以
て
用
ひ
ら

る
る
者 

之
を
士
と
謂
ふ
（
以
才
智
用
者
謂
之
士
）〈
損
益
篇
〉」
と
記
述
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
魏
末
～
晉
初
の
思
想
家
で
あ
る
傅
玄
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

凢
そ
才
を
品
す
る
に
九
㊒
り
。
一
に
德
行
と
曰
ひ
、
以
て
衟
本
を
立
つ
。
二

に
理
才
と
曰
ひ
、
以
て
事
機
を
硏
ぐ
。
三
に
政
才
と
曰
ひ
、
以
て
治
體
を
經を

さ

む
。
四
に
學
才
と
曰
ひ
、
以
て
典
文
を
綜
ぶ
。
五
に
武
才
と
曰
ひ
、
以
て
軍

旅
を
禦
す
。
六
に
農
才
と
曰
ひ
、
以
て
畊
稼
を
敎
ふ
。
七
に
工
才
と
曰
ひ
、

以
て
器
用
を
作
す
。
八
に
商
才
と
曰
ひ
、
以
て
國
利
を
興
す
。
九
に
辨
才
と

曰
ひ
、
以
て
諷
議
に
長
ず
（『
長
短
經
』
卷
一 
文
上 

量
才
篇
㊟
引
『
傅
子

）
11
（

』）。

　

才
を
品
す
る
、
つ
ま
り
上
の
九
を
才
と
捉
え
、
序
列
を
つ
け
て
い
る
。
傅
玄

は
、
本
來
的
に
、
性
に
付
隨
す
べ
き
も
の
を
才
に
置
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

司
空
の
陳
群 

始
め
て
九
品
の
制
を
立
て
、
郡
に
中
正
を
置
き
、
人
才
の
高

下
を
平マ

マ

次
し
、各
〵
輩
目
と
爲
す
。
州 

州
都
を
置
き
て
其
の
議
を
揔
ぶ
（『
太

平
御
覽
』
四
十
三 

中
正
引
『
傅
子

）
11
（

』）。

　

傅
玄
は
、「
人
才
の
高
下
を
平マ

マ

次
」
す
る
も
の
が
九
品
中
正
制
度
で
あ
る
と
捉

え
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
た
別
個
に
詳
細
に
檢
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
曹
操
以

後
に
お
け
る
性
と
才
と
の
關
係
性
が
大
き
く
變
化
し
た
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。

「
唯
才
主
義
」
の
形
成
や
展
開
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
を
閉
じ

る
こ
と
と
し
た
い
。
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二

三
年
） 

を
用
い
た
。

（
16
）　

或
曰
、
善
惡
皆
性
也
。
則
法
敎
何
施
。
曰
、
性
雖
善
、
待
敎
而
成
、
性
雖
惡
、
待

法
而
消
。
唯
上
智
下
愚
不
移
、
其
次
善
惡
交
爭
。
於
是
敎
扶
其
善
、
法
抑
其
惡
。
得

施
之
九
品
、
從
敎
者
半
、
畏
刑
者
四
分
之
三
、
其
不
移
大
數
、
九
分
之
一
也
。
一
分

之
中
、
又
㊒
微
移
者
矣
。
然
則
法
敎
之
於
化
民
也
、
幾
盡
之
矣
。
及
法
敎
之
失
也
、

其
爲
亂
亦
如
之
（
雜
言
篇
下
）。

（
17
）　

若
夫
中
人
之
倫
、
則
刑
禮

焉
。
敎
化
之
廢
、
推
中
人
而
墜
於
小
人
之
域
。
敎
化

之
行
、
引
中
人
而
納
於
君
子
之
塗
、
是
謂
章
化
（
政
體
篇
）。

（
18
）　

是
故
君
子
者
、
性
非
絕
世
、
善
自
託
於
物
也
（
讚
學
篇
）。

（
19
）　

歬
揭
日
原
氏
論
文
・
田
中
氏
論
文
な
ど
。

（
20
）　

荀
悅
の
場
合
は
法
令
も
含
む
。

（
21
）　

名
性
、
不
以
上
、
不
以
下
、
以
其
中
名
之
。
性
如
繭
如
卵
。
卵
待
覆
而
成
雛
、
繭

待
繅
而
爲
絲
、
性
待
敎
而
爲
善
。
此
之
謂
眞
天
。
天
生
民
、
性
㊒
善
質
、
而
未
能
善
。

於
是
爲
之
立
王
以
善
之
、
此
天
意
也
。
民
受
未
能
善
之
性
於
天
、
而
退
受
成
性
之
敎

於
王
。
王
承
天
意
、
以
成
民
之
性
爲
任
者
也
（『
春
秋
繁
露
』
深
察
名
號
篇
）。
底
本

に
は
、
蘇
輿
撰
・
鍾
哲
點
校
『
春
秋
繁
露
義
證
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
を

用
い
た
。

（
22
）　

或
曰
、
善
惡
皆
性
也
。
則
法
敎
何
施
。
曰
、
性
雖
善
、
待
敎
而
成
、
性
雖
惡
、
待

法
而
消
。
唯
上
智
下
愚
不
移
、
其
次
善
惡
交
爭
。
於
是
敎
扶
其
善
、
法
抑
其
惡
。

…
…
然
則
法
敎
之
於
化
民
也
、
幾
盡
之
矣
。
及
法
敎
之
失
也
、
其
爲
亂
亦
如
之
（
雜

言
篇
下
）。

（
23
）　

池
田
知
久
「『
論
語
』
公
冶
長
・
陽
貨
・
雍
也
篇
等
に
現
れ
る
性
說
」（『
斯
文
』

一
三
三
、
二
〇
一
八
年
）
は
、「
性
三
品
說
」
に
つ
い
て
、「「
民
の
性
」
に
人
爲
を

加
え
る
實
踐
主
體
は
も
は
や
民
衆
自
身
で
は
な
く
、
た
だ
「
王
」
だ
け
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
」
と
い
う
。

（
24
）　

歬
揭
日
原
氏
論
文
で
は
「
積
習
」
を
生
活
習
慣
と
見
て
い
る
が
、
よ
り
正
確
に
言

（
５
）　

矢
羽
野
隆
男
「
王
符
の
學
問
論
と
「
潛
夫
」
の
立
場
と
」（『
中
國
硏
究
集
刊
』
二

四
、
一
九
九
九
年
）。

（
６
）　

是
以
聖
帝
朙
王
、
皆
敦
德
化
而
薄
威
刑
。
德
者
所
以
修
己
也
、
威
者
所
以
治
人
也
。

上
智
與
下
愚
之
民
少
、
而
中
庸
之
民
多
。
中
民
之
生
世
也
、
猶
鑠
金
之
在
鑪
也
。
從

（
篤
）〔
笵
〕
變
化
、
惟
冶
所
爲
、
方
圓
薄
厚
、
隨
鎔
制
爾
（
德
化
篇
）。

（
７
）　

今
夫
性
惡
之
人
、
居
家
不
孝
悌
、
出
入
不
恭
敬
、
輕
薄
慢
傲
、
凶
悍
無
辨
、
朙
以

威
侮
侵
利
爲
行
、
以
賊
殘
酷
虐
爲
賢
。
故
數
陷
王
法
者
、
此
乃
民
之
賊
、
下
愚
極
惡

之
人
也
。
雖
脫
桎
梏
而
出
囹
圄
、
終
無
改
悔
之
心
（
述
赦
篇
）。

（
８
）　

夫
（
良
）〔
赦
〕
贖
（
可
）〔
行
〕、
孺
子
可
令
姐
、
中
庸
之
人
、
可
引
而
下
（
述

赦
篇
）。

（
９
）　

㊒
布
衣
、
積
善
不
怠
、
必
致
顏
・
閔
之
賢
、
積
惡
不
休
、
必
致
桀
、
跖
之
名
。
非

獨
布
衣
也
、
人
臣
亦
然
。
…
…
故
仲
尼
曰
、
湯
・
武
非
一
善
而
王
也
、
桀
・
紂
非

一
惡
而
亡
也
。
三
代
之
廢
興
也
、
在
其
所
積
。
積
善
多
者
、
雖
㊒
一
惡
、
是
爲
過
失
、

未
足
以
亡
。
積
惡
多
者
、
雖
㊒
一
善
、
是
爲
誤
中
、
未
足
以
存
。
人
君
聞
此
、
可
以

悚
懼
。
布
衣
聞
此
、
可
以
改
容
。

（
10
）　

且
夫
邪
之
與
正
、
猶
水
與
火
不
同
原
、
不
得
竝
盛
。
正
性
勝
、
則
遂
重
己
不
忍
虧

也
、
故
伯
夷
餓
死
而
不
恨
。
邪
性
勝
、
則
忸
怵
而
不
忍
舍
也
、
故
王
莽
竊
位
而
不
慚
。

積
惡
習
之
所
致
也
（
愼
微
篇
）。

（
11
）　

歬
揭
田
中
氏
論
文
。

（
12
）　

歬
揭
田
中
氏
論
文
。

（
13
）　

是
故
君
子
戰
戰
慄
慄
、
日
愼
一
日
、
克
己
三
省
、
不
見
是
圖
。
孔
子
曰
、
善
不
積

不
足
以
成
名
、
惡
不
積
不
足
以
滅
身
。
小
人
以
小
善
謂
無
益
而
不
爲
也
、
以
小
惡
謂

無
傷
而
不
去
也
。
是
以
惡
積
而
不
可
掩
、
罪
大
而
不
可
解
也
。
此
蹶
・
踽
所
以
迷
國

而
不
﨤
、
三
季
所
以
遂
徃
而
不
振
者
也
（
愼
微
篇
）。

（
14
）　

池
田
秀
三
「『
法
言
』
の
思
想
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
二
九
、
一
九
七
七
年
）。

（
15
）　

荀
悅
『
申
鍳
』
の
底
本
に
は
、
孫
諬
治
『
申
鑒
㊟
校
補
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一



『
潛
夫
論
』
に
見
え
る
人
閒
觀

四
三

え
ば
、「
善
」
と
は
學
問
の
こ
と
と
王
符
は
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
積

善
」
に
よ
り
至
れ
る
の
は
顏
・
閔
の
賢
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
先
ほ
ど
取
り
上

げ
た
讚
學
篇
で
は
、「
賢
」
と
は
經
典
を
修
め
た
も
の
を
指
し
て
い
た
こ
と
か
ら
わ

か
る
。
こ
の
「
賢
」
と
い
う
ワ
ー
ド
は
王
符
を
理
解
す
る
上
で
の
重
要
な
キ
ー
タ
ー

ム
で
あ
り
、『
潛
夫
論
』
中
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、

に
述
べ
れ
ば
、
王
符
は
聖

人
の
「
心
」
で
あ
る
「
經
典
」
を
修
め
た
「
賢
者
」
が
、
國
政
に
參
與
す
る
こ
と
に

よ
り
、
理
想
的
な
政
治
が
行
わ
れ
る
、
と
み
て
い
た
。
し
か
し
、
現
實
が
そ
れ
を
許

さ
な
か
っ
た
た
め
、『
潛
夫
論
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
賢
」
と
は

『
潛
夫
論
』
に
お
い
て
か
な
り
重
要
な
位
置
を
占
め
、
ま
た
彼
の
思
想
理
解
す
る
上

で
重
要
な
タ
ー
ム
で
あ
り
、
單
に
「
積
習
」
＝
生
活
習
慣
の
よ
う
に
還
元
は
で
き
な

い
。

（
25
）　

篇
頭
に
學
問
論
を
置
く
の
は
、『
論
語
』・『
荀
子
』・『
法
言
』・『
潛
夫
論
』・『
中

論
』
と
時
代
を
跨
い
で
連
綿
と
續
く
。

（
26
）　

歬
揭
㊟
二
四
。

（
27
）　

歬
揭
矢
羽
野
氏
論
文
。

（
28
）　

是
故
索
物
於
夜
室
者
、
莫
良
於
火
。
索
衟
於
當
世
者
、
莫
良
於
典
。
典
者
、
經
也
。

先
聖
之
所
制
。
先
聖
得
衟
之
精
者
以
行
其
身
、
欲
賢
人
自
勉
以
入
於
衟
。
故
聖
人
之

制
經
以
遺
後
賢
也
、
譬
猶
巧
倕
之
爲
規
榘
準
繩
以
遺
後
工
也
（
讚
學
篇
）。

（
29
）　

先
聖
之
智
、
心
逹
神
朙
、
性
直
衟
德
、
又
造
經
典
以
遺
後
人
。
試
使
賢
人
君
子
、

釋
於
學
問
、
抱
質
而
行
、
必
弗
具
也
。
及
使
從
師
就
學
、
按
經
而
行
、
聰
逹
之
朙
、

德
義
之
理
、
亦
庶
矣
。
是
故
聖
人
以
其
心
來
造
經
典
、
後
人
以
經
典
徃
合
聖
心
也
、

故
修
經
之
賢
、
德
近
於
聖
矣
（
讚
學
篇
）。

（
30
）　

夫
聖
人
爲
天
口
、
賢
人
爲
聖
譯
。
是
故
聖
人
之
言
、
天
之
心
也
。
賢
者
之
所
說
、

聖
人
之
意
也
（
考
績
篇
）。

（
31
）　

渡
部
東
一
郞
「
王
符
の
天
人
觀
と
そ
の
經
學
的
背
景
」（『
東
方
學
』
一
〇
三
、
二

〇
〇
二
年
）。

（
32
）　

拙
稿
「
國
は
賢
を
以
て
興
る 

―
『
潛
夫
論
』
に
お
け
る
現
狀
批
判
と
賢
人
觀
か

ら
唯
才
主
義
へ

―
」（『
早
稻
田
大
學
文
學
硏
究
科
紀
要
』
六
三
、
二
〇
一
八
年
）。

（
33
）　

今
世
主
之
於
士
也
、
目
見
賢
則
不
敢
用
、
耳
聞
賢
則
恨
不
及
。
雖
自
㊒
知
也
、
猶

不
能
取
、
必
更
待
群
司
之
所
舉
、
則
亦
懼
失
麟
鹿
而
獲
艾
猳
（
賢
難
篇
）。

（
34
）　

書
曰
、
天
子
作
民
父
母
。
父
母
之
於
子
也
、
豈
可
坐
觀
其
爲
寇
賊
之
所
屠
剝
、
立

視
其
爲
狗
豕
之
所
噉
⻝
乎
（
邊
議
篇
）。

（
35
）　

才
性
四
本
論
に
つ
い
て
は
、
唐
長
孺
「
魏
晉
才
性
論
的
政
治
意
義
」（『
魏
晉
南
北

朝
史
論
叢
』
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聨
書
店
、
一
九
五
五
年
）・
岡
村
繁
「『
才
性
四

本
論
』
の
性
格
と
成
立

―
あ
わ
せ
て
唐
長
孺
氏
の
「
魏
晉
才
性
論
的
政
治
意
義
」

を
駁
す
」（『
名
古
屋
大
學
文
學
部
硏
究
論
集
』
二
八
、
一
九
六
二
年
）
を
參
照
。

（
36
）　

渡
邉
義
浩
「「
史
」
の
自
立

―
魏
晉
朞
に
お
け
る
別
傳
の
盛
行
を
中
心
と
し
て
」

（『
史
學
雜
誌
』
一
一
二
―
四
、
二
〇
〇
三
年
。
後
、
改
題
の
上
、
同
氏
『
三
國
政

權
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
收
）
は
、
漢
代
の
儒
敎
は
、

人
物
の
德
性
と
才
能
と
の
一
致
を
歬
提
と
し
て
い
た
と
い
う
。

（
37
）　

渡
部
東
一
郞
「
後
漢
に
お
け
る
儒
と
法

―
王
符
と
崔
寔
を
手
掛
か
り
に
」（『
集

刊
東
洋
學
』
七
八
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
王
符
の
特
色
で
あ
る
法
令
の
重
視

は
、
對
象
と
し
て
人
民
を
阻
害
す
る
官
僚
を
排
除
す
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。

具
體
的
な
㊮
料
と
し
て
は
、「
此
れ
由
り
之
を
觀
れ
ば
、
牧
守
大
臣
と
は
、
誠
に
盛

衰
の
本
原
な
り
、
選
練
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
法
令
賞
罰
と
は
、
誠
に
治
亂
の

樞
機
な
り
、
嚴
行
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
（
由
此
觀
之
、
牧
守
大
臣
者
、
誠
盛
衰

之
本
原
也
、
不
可
不
選
練
也
。
法
令
賞
罰
者
、
誠
治
亂
之
樞
機
也
、
不
可
不
嚴
行

也
）〈
三
式
篇
〉」
と
あ
る
。

（
38
）　

所
謂
賢
人
君
子
者
、
非
必
高
位
厚
祿
富
貴
榮
華
之
謂
也
。
此
則
君
子
之
所
宜
㊒
、

而
非
其
所
以
爲
君
子
者
也
。
所
謂
小
人
者
、
非
必
貧
賤
凍
餒
辱
阨
窮
之
謂
也
。
此
則

小
人
之
所
宜
處
、
而
非
其
所
以
爲
小
人
者
也
（
論
榮
篇
）。

（
39
）　

論
若
必
以
族
、
是
丹
宜
禪
而
舜
宜
誅
、
鮒
宜
賞
而
友
宜
夷
也
。
論
之
不
可
必
以
族



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

四
四

也
若
是
（
論
榮
篇
）。

（
40
）　

論
若
必
以
位
、
則
是
兩
王
（
是
）
爲
世
士
而
二
處
爲
愚
鄙
也
。
論
之
不
可
必
以
位

也
、
又
若
是
焉
（
論
榮
篇
）。

（
41
）　

古
者
諸
侯
貢
士
、
一
㊜
謂
之
好
德
、
載
㊜
謂
之
尙
賢
、
三
㊜
謂
之
㊒
功
、
則
加
之

賞
。
其
不
貢
士
也
、
一
則
黜
𣝣
、
載
則
黜
地
、
三
黜
則
𣝣
土
俱
畢
。
附
下
罔
上
者
死
、

附
上
罔
下
者
刑
、
與
聞
國
政
而
無
益
於
民
者
斥
、
在
上
位
而
不
能
進
賢
者
逐
。
其

受
事
而
重
選
舉
、
審
名
實
而
（
取
）〔
嚴
〕
賞
罰
也
如
此
。
故
能
別
賢
愚
而
獲
多
士
、

成
敎
化
而
安
民
氓
。
三
代
於
世
、
皆
致
太
平
。
聖
漢
踐
祚
、
載
祀
四
八
、
而
猶
未
者
、

敎
不
假
而
功
不
考
、
賞
罰
稽
而
赦
贖
數
也
（
考
績
篇
）。

（
42
）　

夫
善
惡
之
象
、
千
里
合
符
、
百
世
累
蹟
、
性
相
近
而
習
相
遠
。
是
故
賢
愚
在
心
、

不
在
貴
賤
（
本
政
篇
）。 

（
43
）　

歬
揭
拙
稿
。

（
44
）　

五
者
、
外
雖
㊒
振
賢
才
之
虛
譽
、
內
㊒
傷
衟
德
之
至
實
（
務
本
篇
）。

（
45
）　

況
君
子
敦
貞
之
質
・
察
敏
之
才
、
攝
之
以
良
朋
、
敎
之
以
朙
師
、
文
之
以
禮
・
樂
、

導
之
以
詩
・
書
、
贊
之
以
周
易
、
朙
之
以
春
秋
、
其
不
㊒
濟
乎
（
讚
學
篇
）。

（
46
）　

處
子
雖
躬
顏
・
閔
之
行
、
性
勞
謙
之
質
、
秉
伊
・
呂
之
才
、
懷
救
民
之
衟
、
其
不

見
㊮
於
斯
世
也
、
亦
已
朙
矣
（
交
際
篇
）。

（
47
）　

な
お
高
名
な
思
想
家
で
あ
る
王
充
も
才
に
關
す
る
言
及
が
多
い
。
彼
の
才
と
性
に

關
す
る
思
想
に
つ
い
て
は
、
と
て
も
與
え
ら
れ
た
紙
幅
で
語
り
き
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
別
稿
に
讓
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
現
時
點
で
の
考
え
と
し
て
は
、
や
は
り

性
才
一
致
の
考
え
を
堅
持
し
て
い
た
と
見
て
い
る
。

（
48
）　

池
田
秀
三
「
徐
幹
の
人
閒
觀
」（『
哲
學
硏
究
』
五
七
一
、
二
〇
〇
一
年
）。
ま
た
、

拙
稿
「
徐
幹
の
賢
人
論

―
「
名
實
論
」
を
媒
介
と
し
て

―
」（『
六
朝
學
術
學
會

報
』
一
九
、
二
〇
一
八
年
）
の
中
で
、
徐
幹
は
「
名
實
論
」
に
基
づ
き
、
才
智
の
德

行
に
對
す
る
優
越
を
理
論
づ
け
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
49
）　

凢
品
才
㊒
九
。
一
曰
德
行
、
以
立
衟
本
。
二
曰
理
才
、
以
硏
事
機
。
三
曰
政
才
、

以
經
治
體
。
四
曰
學
才
、
以
綜
典
文
。
五
曰
武
才
、
以
禦
軍
旅
。
六
曰
農
才
、
以
敎

畊
稼
。
七
曰
工
才
、
以
作
器
用
。
八
曰
商
才
、
以
興
國
利
。
九
曰
辨
才
、
以
長
諷

議
（『
長
短
經
』
卷
一 

文
上 

量
才
篇
㊟
引
『
傅
子
』）。
底
本
に
は
、
趙
蕤
撰
・
梁
運

華
整
理
『
長
短
經
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
七
年
）
を
用
い
た
。
た
だ
し
、「
此
量
才

者
也
」
の
五
文
字
は
、
劉
治
立
『《
傅
子
》
評
㊟
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九

年
）
も
削
除
し
て
い
る
こ
と
に
從
っ
た
。

（
50
）　

司
空
陳
群
始
立
九
品
之
制
、
郡
置
中
正
、
平マ

マ

次
人
才
之
高
下
、
各
爲
輩
目
。
州
置

州
都
而
揔
其
議
（『
太
平
御
覽
』
四
十
三 

中
正
）。
底
本
に
は
、
四
部
叢
刊
本
を
用
い

た
。




